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伊賀市の組織・配置を一部変更します
◆ さまざまな課題に対応するために

【問い合わせ】総務課
　☎ 22-9601　ＦＡＸ 24-2440

手話奉仕員養成講座
◆ 聴覚障がい者の支援者として活動しませんか

　市では、日常会話程
度の手話表現技術を
習得し、聴覚障がい者
の支援者として活動し
ていただける手話奉仕
員の養成講座を開催し
ます。

【と　き】
　５月 19 日・26 日
　６月 2 日・16 日・23 日・30 日
　７月 7 日・14 日・21 日
　８月 4 日・18 日・25 日
　９月８日・15 日
　10 月６日・27 日
　11 月 10 日・17 日・24 日
　12 月１日・８日・15 日
　平成 31 年１月 12 日・19 日
　２月２日・９日・16 日（予備日：２月 23 日）
※すべて土曜日の午後１時～４時 15 分

※１日に１講座または２講座開講し、全 53 講座の連
　続講座です。
※天候などにより開講できなかった日がある場合は予
　備日に開講します。

【ところ】　ハイトピア伊賀　４階多目的室
※ハイトピア伊賀と周辺の駐車場の利用は有料です。

【対象者】　全 53 講座のうち 37 講座以上受講でき、
終了後、手話奉仕員として活動していただける人

【料　金】
　3,240 円（テキスト代）

【定　員】　20 人程度　※先着順
【申込方法】　住所・氏名・電話番号を電話・ファック
ス・E メールでお伝えください。

【申込期間】
　３月 22 日㈭～４月 16 日㈪

【申込先】　障がい福祉課
　 shougai@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662

　４月 1 日から、次の
とおり行政組織を変更
します。
※市の組織と電話番号、
　主な業務の一覧は、広
　報いが市４月１日号
　に掲載予定です。

　スポーツ振興課国体推進係　　　国体推進課

◆スポーツ振興課の国体推進係を、新たな課として設
　置します。

◆課名をより端的で業務をわかりやすくするため、名
　称を変更します。

◆福祉相談調整課を地域包括支援センターに統合し、
　相談支援室と障がい者相談支援センターを設置します。

○地域包括支援センター
○福祉相談調整課
　　　　　　　地域包括支援センター
　　　　　　　　　　相談支援室
　　　　　　　　　　障がい者相談支援センター　

◆建設部の課を地域別から業務別に変更します。

○建設１課
○建設２課
○公共基盤推進課

企画管理課
道路河川課

○人権政策・男女共同参画課　　　人権政策課
○住民課　　　戸籍住民課
○産業集積開発課　　　企業用地整備課
○建築住宅課　　　　　建築課
　　　　　　　　　　　住宅課
○下水道工務課　　　下水道課
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平成30年度 前期危険物取扱者試験
◆ 危険物取扱者試験の申し込みが始まります

【と　き】　６月 10 日㈰
○乙種４類
　午前 10 時～正午
　午後１時 30 分～３時 30 分
○丙種
　午前 10 時～ 11 時 15 分

【ところ】
　伊賀市勤労者福祉会館（上野丸之内 182 番地の 3）

【申込方法】
①消防本部・各消防署・各分署にある願書に必要事項
　を記入の上、郵送してください。
②（一財）消防試験研究センターのホームページ（www.
　shoubo-shiken.or.jp/branch/23mie/index.html）
　から電子申請してください。
※詳しくは願書をご覧ください。

【申込受付期間】　　
①郵送
　４月 12 日㈭～ 23 日㈪
②電子申請
　４月９日㈪ 午前９時～４月 20 日㈮ 午後５時

【申込先・問い合わせ】　〒514-0002
　三重県津市島崎町314番地　三重県島崎会館　１階
　（一財）消防試験研究センター三重県支部
　☎ 059-226-8930

【問い合わせ】消防本部予防課
　☎ 24-9103　ＦＡＸ   24-9111

危険物取扱者試験 予備講習会
【と　き】
　５月 18 日㈮　午前９時 20 分～午後５時

【ところ】
　消防本部　３階研修室

【内　容】
　危険物に関する基礎知識や法令についての講習
です。

【対象者】
　乙種４類受験者

【料　金】
　1,000 円（防火協会員は無料です。）

【定　員】
　80 人　※先着順

【申込方法】
　消防本部予防課までお越しください。

【申込期間】
　４月 23 日㈪～５月 11 日㈮
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。

【申込先】
　伊賀市緑ケ丘東町 920 番地
　消防本部予防課

平成30年度 伊賀市産婦健康診査費用助成
◆ 産婦健康診査が始まります

　出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの
健康状態を確認するために、４月から産婦健康診査が
始まります。
　市では、医療機関などで産婦健康診査を受ける際の
費用を助成することで、窓口での支払いを軽減します。

【対象者】　市内に住民票があ
り、平成30年４月１日㈰以降
に出産した人

【実施場所】
　市内の医療機関（産婦人科）
※市外の医療機関で産婦健診
　を受ける場合は自己負担に
　なりますが、後日申請してい
　ただくと費用を返還します。

【助成回数】　１回の出産につき２回
　１回目：出産後２週間前後
　２回目：出産後１カ月前後
　（１回　上限 5,000 円）
※定められた項目以外の検査などは助成対象になりま
　せん。

【問い合わせ】健康推進課
　☎22-9653　ＦＡＸ  22-9666

　受診票は妊娠届け出時に母子健康手帳と一緒に発
行します。すでに妊娠の届け出が済んでいて、出産
予定日が平成 30 年 4 月 1 日㈰以降の人には受診
票を郵送します。
※受診票が届いても、平成 30 年 3 月 31 日㈯以前
　に出産した人は対象になりませんのでご注意くだ
　さい。


